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事件番号

国家賠償請求事件

原告■■■■■■■■■■■■外5名
被告東京都外1名

第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
令和3年9月27日

被告 国

代表者法務大臣上川陽子様

〒100-8920

東京都千代田区霞が関1－1－4皐皐郁十1~､出匹霞か閨1－1－4

東京地方裁判所民事第34部合議甲A係

裁判所書記官丹 羽 佳

電話■■■■■
FAX■■■■■■

原告から訴状が提出されました。

当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたので，同期日に出頭して

ください。

なお，訴状を送達しますので，下記答弁書提出期限までに答弁書を提出してくだ

さい。

記

期 日 令和3年10月27日 （水）午後1時20分

口頭弁論期日

徹出頭場所 712号法廷（7階）出頭場所

答弁書提出期限

出頭の際は，

令和3年10月20日 （水）

この呼出状を法廷で示してください。
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